（様式第７号）
　　年　　月　　日　

　福島県動物愛護センター所長　様

氏名　　　　　　　　　　　　　　
（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　

電話番号　

犬及び猫の一時預かり承諾書

　　　　年　　月　　日に福島県動物愛護センターから依頼のあった下記１の動物の一時預かりについて、承諾します。
なお、一時預かりにあたっては、下記２の事項を遵守します。
記
１　一時預かりをする動物
	種別
	捕獲・
引取りの別
	収容年月日
	性別
	推定年齢
	不妊去勢の有無
	体格
	毛色等の特徴

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



２　遵守事項
　□　犬猫の健康管理に十分留意し、逸走や負傷等がないよう飼養するとともに、万が一逸走又は負傷等があった場合は、速やかに動物愛護センター（　　支所）へ連絡します。
　□　近隣住民の迷惑にならないよう飼養するとともに、一時預かり中の犬猫により発生した問題については、自身の責任及び負担において解決します。
　□　既に犬猫を飼養している場合は、感染症や危害防止のため、一時預かりを行う犬猫をケージ等により区画して飼育します。（安全性を確認した上で、一時預かりを行う犬猫の馴致のために区画の外で飼育する必要がある場合を除く。）
　□　猫については屋内で飼育します。
　□　離乳前の犬猫の一時預かりを行う場合は毎日、離乳済みの犬猫の一時預かりを行う場合は馴致又は治療の都度、別紙「一時預かり犬及び猫の健康状態等記録票（様式第７号）」により犬猫の健康状態等を記録し、一時預かり終了時に動物愛護センター（　　支所）へ提出します。
　□　犬猫の健康状態が悪化又は死亡した場合は、速やかに動物愛護センター（　　支所）へ連絡するとともに、必要に応じて動物病院を受診します。（死体は動物愛護センター（　　支所）が引取ります。）
　□　一時預かり中に生じた犬猫の飼養管理及び治療に係る費用については、自身が負担します。
　□　犬猫の離乳（ドライフードを自力で摂食できることを目安とする）、馴致又は治療の完了等により一時預かりを終了する場合は、動物愛護センター（　　支所）へ連絡し、犬猫を返還します。
□　動物愛護センター（　　支所）が実施する動物愛護管理事業の趣旨を理解し、犬猫の一時預かりにあたっては動物愛護センター（　　支所）の指示に従います。
□　犬猫の一時預かりにおいて知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することはしません。
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□　動物愛護センター（　　支所）が実施する動物愛護管理事業に支障を来す行為を行いません。
　センター等記入欄
　　　　返還年月日
頭匹数
　　　　受付担当者
